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1029話し合いの進め方（遠藤案）

~ 全体協議の内容 ~

1 第3回、第4回のグループ協議のふりかえり
○ 市教委資料を受けての質問・疑問・感想等の交流

~ 何が話し合われたのか、そして、示唆された課題は何か？ ~

1ʷ1 第3回、第4回のグループ協議で示唆されたこと
（事務局資料d第4回の協議ふりかえりbの説明）

1ʷ2 グループ協議で見出した課題（検討委員間の意見等の交流）





諮問の背景整理
1 少子化と児童生徒数減

→ 児童生徒への影響と学校運営上の問題

2 施設老朽化

→ 維持修繕費の増大と市財政への影響



作業シート 横軸： 児童生徒の多様性に対応できる教育環境

地域事情・学校事情が優先 子どもの活動が優先

「見附市のよさ」が優先

社会の環境変化への対応が優先

縦軸： 児童生徒にとって公平で良好な教育環境
教育効果（活性化を含む）を生む適正規模・適正配置等の方略



2ʷ1 グループ協議の視点に基づく課題整理
A 「現状のどんなことをよし」とするか という視点

・子ども政策の充実による子育て環境づくりの推進

・地域の特性を生かした教育の展開
（オープンスクールの運用の工夫

~小規模校と中・大規模校との学校選択の可能性~）

＜集音マイク＞ 小学校の教育活動は充実している。
これからのことを考えるとき、社会や地域の変化を視野に入れた学校づくりが必要である。

学力、体力、自己肯定感を育む学校であってほしい。また、遊び場の確保は一層重要とな
る。
また、「特色ある小規模中学校」があってもよい（IT活用と外部人材活用）。



2ʷ1 グループ協議の視点に基づく課題整理
B 諮問理由である、「見附市立小中学校の目指すべき教育環境を整備し、充実
した学校教育の実現に資するため」の諮問事項 「見附市における市立小中学校の
適正規模・適正配置等の目指すべき教育環境に関する基本的な考え方と実現に向
けた方策」をどう打ち出せるかという視点

・施設の共同化、有効利用 （プール利用の工夫）

・教職員定数の増を可能にする措置（学区の見直し、統廃合等の実現可能性）
（関連）中学校教育の質の確保（統廃合の実現可能性）

小中一貫校の取組

・児童生徒の移動手段の確保
（コミュニティバスの活用）

＜集音マイク＞
南中、今町中の校舎老朽化対策と、今後の対応は喫緊の課題
である。
中学校は生徒数確保が重要である。（部活動を含む）。
青春時代が送れる中学校生活であるべきである。



2ʷ2 グループ協議の視点に基づく課題整理
C 「主体者である児童生徒の、多様性に対応できる教育環境」という視点

→「教育効果（活性化を含む）を生む適正規模・適正配置等の考え方

・（再掲）
地域の特性を生かした教育の展開
オープンスクールの運用の工夫（学校間交流を含む）
~小規模校と中・大規模校との学校選択の可能性~

・

＜集音マイク＞
見附第二小の児童数減少状況は注視すべきである。



2ʷ2 グループ協議の視点に基づく課題整理
D 「（将来を見据えた）公教育を行う上で、児童生徒にとって公平で良好な

教育環境」という視点 →「（IT活用、いじめ不登校対策等、
今日的教育課題等に対応した構想が必要）」

→ 「教育効果（活性化を含む）を生む適正規模・適正配置等の考え方

・（再掲）
教職員定数の増を可能にする措置（学区の見直し、統廃合等の実現可能性）

（関連）中学校教育の質の確保（統廃合の実現可能性）
小中一貫校の取組

・

＜集音マイク＞
生徒の移動手段については最善を求めたい。
中学校での、よりきめ細やかな対応を求めたい。
小中一貫校を市内に2つ設けたい。



3 検討課題の再整理
＜確認すべきこと 1＞ 出生数、人口動向からみた今後の児童生徒数データ
＜確認すべきこと 2＞ 小中一貫校のよさと現状の課題
＜確認すべきこと 3＞ 「多様性」への理解（中央教育審議会資料参照）

1 オープンスクールの運用の工夫
（例： 小規模校児童生徒が大規模校を希望できる ）

2 中学校の統廃合への実現可能性

3 小中一貫校設置の実現可能性

・







＜留意すべきこと＞

＊ 適正規模についての考え方
子どもたちは、ある程度の人数がいて、多様で豊かな人間関係が経験できる活気ある環境の中で切磋

琢磨し、未来に向かって互いに成⾧していくことが望ましい。
また、学校規模によるいろいろなメリット・デメリットを「教育環境」「指導体制」「学校運営」の

3つの視点から検討し、子どもたちにとって望ましい教育環境となるように小中学校の適正規模を見直す
必要がある。
＜ 教育環境の視点 ＞
・学校内で環境の変化を創り出し、さまざまな経験ができるよう、クラス替えが可能な学校の規模
・子どもたちが競い合いながら成⾧できる規模、子どもたちも教員も互いの顔がわかり信頼関係をつく
れる規模

＜ 指導体制の視点 ＞
・教員間で授業づくりの共同研究ができる規模
・中学校では、すべての教科専門の教員が配置できる規模
・子どもと教員が向き合い、個々の子どもをよく理解できる規模

＜ 学校運営の視点 ＞
・保護者の負担が過大にならず、教員の出張や研修をサポートできる規模
・特別教室の割り当てが無理なくできる規模


